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2025 年５月 27日 
各   位 

 
株 式 会 社 ス ー パ ー バ リ ュ ー 
代表取締役執行役員社長 内田貴之 

（コード番号 3094） 
（問い合わせ先）          

常務取締役執行役員 中谷圭一 
電話 048-778-3222㈹ 

 

支配株主等に関する事項について 

 

１． 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（2025 年２月 28日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 

発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等

直接所有分 間接所有分 計 

なし 
株式会社ＯＩＣグループ 親会社 66.60 － 66.60 

 

２． 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

当社は、株式会社ＯＩＣグループの子会社であり、同社は当社の議決権の66.60％を保有して

おります。なお、当社は2025 年２月期において、同社より運転資金として資金の借入を行って

おります。また、2023年 11月８日付で公表しました「経営及び業務の指導等に関する業務委託

契約の締結に関するお知らせ」（以下、「本業務委託契約」という。）に記載のとおり、本業務委

託契約を締結しております。 

人的関係につきましては、本業務委託契約により、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経

営全般に対する助言、並びに監督体制の強化を目的とし、同社より取締役１名を受け入れており

ます。また、同社の子会社より営業部門の強化を目的とし、取締役１名を受け入れております。 

なお、当社の経営上の重要事項につきましては、親会社等と緊密な連携をとりながらも事業上

の制約はなく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任をもって事業経営を行える状況にある

ことから、親会社からの独立性は確保されていると考えております。 

 

（役員の兼務状況）                       （2025年２月 28日現在） 

役職 氏名 親会社での役職 就任理由 

代表取締役執行役員社長 内田 貴之 取締役 

同氏は、小売業等の経験また経営者経

験があり、当社の経営全般に助言いた

だくことで、当社の経営体制がさらに

強化できると判断したため。 

 

（出向者の受入れ状況）                     （2025年２月 28日現在） 

部署名 人数 

出向元の親会社等又は

そのグループ企業名 出向者受入れ理由 

営業部門 １名 株式会社ロピア 

株式会社アキダイ 

株式会社 SoupStream 

当該部門強化のため 
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３． 支配株主等との取引に関する事項（自2024 年３月１日 至 2025年２月 28日） 

（単位：千円） 

属性 会社等の

名称 

所在地 資本金又

は出資金 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所有

割合（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容 

取引金

額 

科目 期末残高 

親会社 株式会社 

ＯＩＣ 

グループ 

神奈川県川

崎市幸区 

10,000 食品ス

ーパー

マーケ

ットの

運営・食

肉専門

店の運

営・手造

りハ

ム・ソー

セージ

等の製

造販

売・食品

の輸入

貿易 

（被所

有）直接

66.60 

主要株

主役員

の兼務 

資本業

務提携 

経営指

導料等

の業務

委託 

資金の

借入 

資金の

返済 

経営指

導料の

支払 

利息の

支払 

 

 

500,000 

 

500,000 

 

 

692,551 

 

14,488 

 

 

 

短期借入金 

－ 

 

－ 

1,500,000

－

－

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

(2)経営指導料は、本業務委託契約による対価で、毎年９月から８月までの１年間の当社売上高

に１％を乗じた金額として、これを12等分した金額を毎月支払っております。 

 

４． 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履歴状況 

親会社等との取引については、第三者との取引または類似取引に比べ、不当に有利または不

利である取引の禁止や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止に努めており

ます。また、当社と親会社等との取引は、当社の社内規程に基づき、公正に審議を行っており、

少数株主の利害を害することはないと判断しております。 

なお、重要な取引については、独立役員である社外取締役及び社外監査役が当該取引等を開

始する前に市場価格等を勘案のうえ審議・検討を行っております。以上のことから、親会社と

の取引において、当社の経営の独立性を保つことにより少数株主の保護を図っております。 

 

以 上 


